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拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社事業に

つきまして格別のご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。  

 

 さて、平成 18 年９月 20 日付「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」

（平成 18･09･19 原院第６号）で経済産業省 原子力安全・保安院長から指示の

ありました、伊方発電所における既設発電用原子炉施設の耐震安全性評価実施

計画の報告を行いましたので、安全協定第10条４項に基づきご報告いたします。 
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 平成 18 年９月 20 日付「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の

改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」（平

成 18･09･19 原院第６号）に基づき、伊方発電所における既設発電用原子炉施設

の耐震安全性評価実施計画を作成しましたので、別紙のとおり報告いたします。 
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１．概要 

平成１８年９月１９日付けで原子力安全委員会により「発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針」（以下、「耐震指針」という。）が改訂された。こ

れに伴い、原子力安全・保安院より当社にあて、「「発電用原子炉施設に関す

る耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の

評価等の実施について」（平成 18・09・19 原院第６号 平成１８年９月２０

日 以下、「指示文書」という。）に基づき、当社の所有する稼動中の発電用

原子炉施設について、改訂された耐震指針（以下、「新耐震指針」という。）

に照らした耐震安全性の評価の指示がなされた。 

本計画書は、指示文書に基づき当社が実施する既設発電用原子炉施設の耐

震安全性評価の計画について取りまとめたものである。 

なお、指示文書に基づく「残余のリスク」の評価については、本計画書に

よる耐震安全性評価の報告以降、別途、速やかに報告する。 

 

２．発電所の概要 

当社は、伊方発電所に総定格電気出力約２,０２２ MW の３機の原子力発

電設備を有しており、その設備概要は表１に示すとおりである。 

 

３．評価対象施設 

 耐震安全性評価の対象となる施設は、当社の所有する稼動中の発電用原子

炉施設である以下の既設３プラントとする。 

① 伊方発電所第１号機 

② 伊方発電所第２号機 

③ 伊方発電所第３号機 

 これらの施設のうち、評価対象となる機器・配管系および建物・構築物等

の選定は指示文書に従い、「原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を

付加する」、「原子炉停止後、または原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、

炉心から崩壊熱を除去する」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、

圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐ」等の安全機能の観点から、S

クラスの機器・配管系および建物・構築物等を評価対象とする。また、Bク

ラスおよび Cクラスの設備のうち必要なものについては、その破損による S

クラスの設備への波及的影響の評価を実施する。 

 上記の方針に基づく伊方発電所の評価対象の概要を表２に示す。 
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４．耐震安全性評価項目および実施工程 

耐震安全性評価では、新耐震指針に沿った地質・地盤に関する調査結果を

踏まえ、新耐震指針に照らした基準地震動 Ss の策定を行う。さらに、策定

した基準地震動 Ss に基づく建物・構築物等の地震応答解析結果から得られ

る応答等に基づき、機器・配管系の評価や地震随伴事象の評価などを順次実

施する。 

その全体検討フローを図１に、実施工程を表３に示す。 

 

５．評価手順 

耐震安全性評価は、検討項目ごとに以下に示す手順に従って行う。 

なお、これまで実施してきた地質・地盤に関する調査において得られた知

見については、最新の知見とともに耐震安全性評価に用いる基準地震動等に

反映するものとする。 

 

5.1 準拠する規格・基準等 

耐震安全性評価は、「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等

の耐震安全性の評価および確認に当たっての基本的な考え方並びに評

価手法および確認基準について」（以下、「耐震安全性評価手法」とい

う。）に基づき、関連法令に従うとともに、各学協会規格等に準拠して

実施するものとする。 

 

5.2 耐震安全性評価に用いる基準地震動 

耐震安全性評価に用いる基準地震動 Ss は、耐震安全性評価手法に従

い、敷地の解放基盤表面における水平方向および鉛直方向の地震動と

して策定するものとする。 

また、基準地震動 Ss は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」および「震源を特定せず策定する地震動」それぞれを評価するも

のとし、このうち、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」につ

いては、応答スペクトルに基づく地震動評価および断層モデルを用い

た地震動評価を実施するものとする。 

 

5.3 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価 

 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価に当たっては、耐震安全性評価手法

に従い、基準地震動 Ss に対し、地震時に十分な支持性能を有すること

を確認する。 
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5.4 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価 

 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全

性評価手法に従い、基準地震動 Ss を用いた地震応答解析等により求め

た耐震壁の変形が許容値を満足することを確認する。 

 

5.5 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価 

 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全

性評価手法に従い、床応答スペクトルに基づく評価や基準地震動 Ss を

用いた地震応答解析等により求めた機器・配管系の応力、加速度等に基

づき許容値を満足することを確認する。 

なお、「事故時に生じる荷重」のうち必要なものについては耐震安全

性評価手法に従い、弾性設計用地震動 Sd との組み合わせを考慮する。 

 

5.6 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価 

 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価は、耐震安全性評価手法に従い、

基準地震動 Ss による地震力に対し、耐力や応力などが評価基準を満足

することを確認する。 

 

5.7 地震随伴事象に対する考慮 

 地震随伴事象に対する考慮の検討は、耐震安全性評価手法に従い、実

施するものとする。津波に関する検討は、評価用の津波水位に対する安

全性を確認する。 

 

６．その他 

 本計画書に基づく耐震安全性評価とあわせて、参考として、経年変化事象

による耐震安全性への影響評価も自主的に実施するとともに、新耐震指針の

改訂主旨を踏まえ更なる安全性の向上に努める観点から、適宜、耐震性向上

対策を自主的に実施していくこととする。 

 なお、本計画書に基づく耐震安全性評価終了後、この結果を踏まえて、既

に実施されている高経年化技術評価についても、Sクラスの機器・配管系及

び建物・構築物等について、速やかに評価の見直しを実施する。 

 

以 上 
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施設の耐震安全性評価

耐震重要度分類

基準地震動Ｓsの策定

地質調査・地震調査

基礎地盤安定性解析 安全上重要な建物・構築物
の耐震安全性評価

安全上重要な機器・配管系
の耐震安全性評価

屋外重要土木構造物
の耐震安全性評価

地震随伴事象に対する評価
（周辺斜面の安定性）

地震随伴事象に対する評価
（津波に対する検討）

断層位置・長さ等

解析結果等

敷地ごとに震源を特定して
策定する地震動

震源を特定せず
策定する地震動

検討用地震の選定

基準地震動Ss

応答スペクトルに基づく
手法による地震動評価

断層モデルを用いた
手法による地震動評価

地震動の超過確率参照

解析結果等

図１ 耐震安全性評価全体検討フロー 

地震調査・地質評価 既地質調査結果 
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表１ 伊方発電所の概要 

プラント名 
電気出力

（MW） 
型 式 

原子炉設置 

(変更)許可日 

第１号機 ５６６ 昭和 47 年 11 月 29 日

第２号機 ５６６ 昭和 52 年 3 月 30 日 伊方発電所 

第３号機 ８９０ 

加圧水型軽水炉

昭和 61 年 5 月 26 日 

 

 

表２ 伊方発電所における評価対象 

施設等の内訳 対象設備等 

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤 

建物・構築物 原子炉建屋、原子炉補助建屋 

機器・配管系 
原子炉本体、計測制御系統設備、原子炉冷却系統設備、 
原子炉格納施設、放射線管理設備、燃料設備、附帯設備 

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室、海水管ダクト 

地震随伴事象 津波、周辺斜面 
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表３ 耐震安全性評価実施工程（予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

発電所名等

　伊方発電所

平成21年3月

　　第１号機　耐震安全性評価

平成21年3月

　　第２号機　耐震安全性評価

平成20年7月

　　第３号機　耐震安全性評価

工　　程

▼平成18年9月 耐震安全性評価指示




